
 

東京都下水道局排水設備工事責任技術者資格試験等実施要綱 

平成２３年５月２５日 

２３下施排設第３４号 

局長名 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都下水道条例（昭和３４年東京都条例第８９号。以下「条例」 

という。）第７条の８第４項及び東京都指定排水設備工事事業者規程（平成１３年東

京都下水道局管理規程第４号。以下「規程」という。）第１２条に定める責任技術者

資格試験（以下「試験」という。）並びに条例第７条の８第３項及び規程第１３条に

定める更新講習を実施するに当たり必要な基本的事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。本条に規定のない用語については、条例及び規程の例による。 

 一 排水設備工事 条例第３条に定める排水設備の新設、増設又は改築をいう。 

二 排水設備工事責任技術資格者（以下「資格者」という。） 東京都下水道局長（以

下「局長」という。）が実施する試験に合格して合格証書若しくは排水設備工事責

任技術資格者証（以下「資格者証」という。）の交付を受けた者又は更新講習を修

了して修了証書若しくは資格者証の交付を受けた者で、合格証書、修了証書又は資

格者証に記載された有効期間を満了していない者を言う。 

 

（試験の実施） 

第３条 局長は、条例第７条の７に定める排水設備工事責任技術者として局長の登録を

受けるために必要な技術を有する者であることを認定するために、試験を実施する。 

 

（試験の名称） 

第４条 試験の名称は、排水設備工事責任技術者資格認定共通試験とする。 

 

（試験の内容） 

第５条 試験は筆記試験とし、その内容は、下水道に関する一般知識、排水設備に関す

る法令、事務手続き、設計及び施工並びに維持管理に関するものとする。 

２ 局長は、社団法人日本下水道協会が作成する試験問題が前項の規定を満たし、局長

の登録を受けるために必要な技術を有する者であることを認定するに足りると認め

た場合、これを試験問題として採用することができる。 



 

（試験の受験資格） 

第６条 規程第１２条第１項第２号に規定する「これに相当する課程」とは、次の各号

に掲げる課程とする。 

一 土木科 

二 農業土木科又は農業工学科 

三 建築科 

四 局長が前各号に掲げるものに準ずるものとして認める課程 

２ 規程第１２条第１項第３号に規定する「その他管理者が相当の資格があると認めた

者」とは、次の各号に掲げる者とする。 

一 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は旧中等学校令（昭和

１８年勅令３６号）による中等学校以上の学校（以下「高等学校」という。）を卒

業した者で、排水設備工事又は排水設備工事以外の下水道工事あるいは水道工事

（以下「排水設備工事等」という。）の設計又は施工に関し、１年以上の実務経験

を有する者 

二 高等学校を卒業した者で、農（漁）業集落排水施設又はコミュニティプラントあ

るいは合併処理浄化槽等（以下「農業集落排水施設等」という。）の工事の設計又

は施工に関して１年以上の実務経験を有する者 

三 職業能力開発促進法（旧「職業訓練法」昭和４４年法律第６４号）による公共職

業能力開発施設において、建築設備科、建築設備施工科、住宅リフォーム科、マン

ション改修施工科、配管科又はこれに相当する学科の普通課程（１年制）又はこれ

らに相当する課程を修了した者 

四 農業集落排水施設等の工事の設計又は施行に関して２年以上の実務の経験を有

する者 

五 前各号に掲げる者に準ずるものとして局長が認めた者 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受験するこ

とができない。 

 一 精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たっ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 不正行為等によって試験の合格を取り消され、２年を経過していない者 

４ 第２項第１号、第２号及び第４号、前項第３号並びに規程第１２条第１項第１号に

規定する年数は、試験の実施日を基準として算定するものとする。 

 

（試験の合否判定） 



第７条 局長は、東京都下水道局排水設備工事責任技術者資格試験等実施要領（平成２

３年５月２５日付２３下施排設第３５号。）第６条に規定する合格基準に従い、試験

の合否を判定する。ただし、第５条第２項の試験問題を採用した場合は、社団法人日

本下水道協会が定める合格基準によることとする。 

 

（合格の取消し） 

第８条 局長は、試験の合格者が次のいずれかに該当することが判明したときは、試験

の合格を取り消す。 

一 試験の受験資格がないこと 

二 不正行為等により試験に合格したこと 

 

（資格認定の更新及び更新講習） 

第９条 試験に合格した者の資格の有効期間は、合格の日以降最初に到来する４月１日

を始期として、合格の日から５年を経過した日以降最初に到来する３月３１日を終期

とする。 

２ 資格者は、資格の有効期間満了に際し、引き続き資格の認定を受けようとするとき

は、当該有効期間が満了する日前１年以内に、次条に規定する更新講習を修了しなけ

ればならない。 

３ 更新講習を修了した者の資格の有効期間は、第１項の規定を準用する。ただし、「合

格の日」を「更新講習を修了した日」と読み替えるものとする。 

 

（更新講習の実施） 

第１０条 局長は、資格の認定を受けた者の資格を更新するため、毎年１回更新講習を

実施する。 

２ 局長が必要と認めるときは、更新講習の実施回数を変更することができる。 

 

（更新講習の内容） 

第１１条 更新講習は講義、テキストによる自己学習形式又はオンラインによる学習形

式による。講習の内容は、第５条第１項と同様とする。 

２ 更新講習のテキストは局長が作成する。ただし、テキストの内容は、社団法人日本

下水道協会が発行する「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」に準拠することが

できる。 

 

（排水設備工事責任技術資格者証） 

第１２条 局長は、試験に合格した者又は更新講習を修了した者に対し、別記第１号様



式により排水設備工事責任技術資格者証を交付する。 

 

（排水設備工事責任技術者証） 

第１２条の２ 局長は、試験に合格した者又は更新講習を修了した者の申請に基づき、

別記第２号様式により排水設備工事責任技術者証を交付する。 

 

（その他） 

第１３条 試験又は更新講習に関することで、この要綱に定めのない事項については、

局長が別に要領に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は平成２３年６月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に日本下水道協会東京都支部長が実施した試験に合格して

いる者又は更新講習を修了している者で、この要綱の施行の日現在有効である資格を

有する者はこの要綱に定める資格者とみなす。 

３ 前項の規定によりみなされた資格者に対して日本下水道協会東京都支部長が発行

した資格者証はこの要綱に定める資格者証とみなす。 

（廃止） 

４ 平成１３年４月１日付１２下業排設第９８号「排水設備工事責任技術者資格試験の

受験資格について」は廃止する。 

   附 則 

１ この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は令和元年１２月２５日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は令和３年８月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



(第１号様式) 

 排水設備工事責任技術資格者証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第２号様式) 

 排水設備工事責任技術者証 

 

 


